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16641
楕円

16641
楕円

16641
楕円

16641
楕円

16641
楕円

16641
テキストボックス
届書は略字で書かずに戸籍に記載されているとおりの文字で記入してください。


16641
テキストボックス
提出する日を記入してください


16641
テキストボックス
現在、住民登録されている住所を記入してください
※住所変更をする時は、開庁時間内に住所変更の届出をしてください


16641
テキストボックス
婚姻中の本籍を記入してください


16641
テキストボックス
婚姻の際に氏を改めた方の今後の氏については、次の中から選んで記入してください。
①婚姻前の氏を名乗り、婚姻前の戸籍にもどる
　※もどる戸籍が除籍になっている場合は、もどれません
②婚姻前の氏を名乗り、自分で新しい戸籍をつくる（本記載例）
③婚姻中の氏を引き続き名乗り、自分で新しい戸籍をつくる。
　※③の場合はこの欄は記入しないでください。離婚届とは別に、｢離婚の際に称していた氏を称する届｣を提出する必要があります


16641
矢印

16641
テキストボックス
現在同居中の場合は（同居を始めたとき）のみ記入し、別居する前の住所の欄には、「同居中」と記入してください


16641
テキストボックス
婚姻中の氏名で署名してください（押印は任意です）


16641
テキストボックス
協議離婚の届出には成人２名の証人が必要です
証人本人が署名・生年月日・住所・本籍を記入してください
（押印は任意です）


16641
テキストボックス
子育て、面会交流及び養育費の分担について☑を記入してください


16641
テキストボックス
夫婦の間に未成年の子がいる場合は、共同親権であるか父または母の親権であるかを定め、該当の欄に子の氏名を記入してください。
子の親権について家事審判等をしている最中である場合は、その欄に子の氏名を記入してください。
※親権者を定めるだけでは子の戸籍に変動はありません。子を離婚後の親権者の戸籍に入籍させる場合は、家庭裁判所で許可を得た後、入籍届の届出が必要です。


16641
矢印

16641
テキストボックス
未成年の子の親権の定めについて、合意している旨のチェック欄です。夫婦共に漏れのないようにご記入ください。


16641
矢印

16641
四角形

16641
楕円

16641
楕円

16641
テキストボックス
届出できるところ：本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村
必要なもの：離婚届１通
　　　　　　届出を持参する人の本人確認書類（運転免許証、パスポート等）
　　　　　　※本人確認書類をお持ちでない方や、夫妻のどちらか一方でも提出できます
　　　　　　　本人確認ができなかった方には、郵便で離婚届が出されたお知らせをします

※引き続き、婚姻中の氏を名乗る場合は、離婚届と同時又は３か月以内に「離婚の際に称して
　いた氏を称する届（戸籍法７７条の２の届）」の提出が必要です。
※戸籍の届出は、休日や夜間も宿直室にて受付しますが、届書の記載に不備がある場合や必要
　な書類がない場合等には再度来庁してもらうことがあります。
※裁判離婚等の場合は必要書類等が異なりますので、市民課までお問合せください。
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